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令和４年広審第２７号 

裁    決 

貨物船Ａ乗揚事件 

 

  受  審  人  ａ１ 

    職  名 Ａ一等航海士 

    海技免許 五級海技士（航海） 

          

 本件について、当海難審判所は、理事官中山国夫出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

 受審人ａ１の五級海技士（航海）の業務を１か月停止する。 

 

理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和３年１２月２４日１７時０８分 

 岡山県筏島北東岸 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 貨物船Ａ 

  総 ト ン 数 １９８トン 

  登 録 長 ４５.００メートル 

  機関の種類 ディーゼル機関 

   出   力 ６６２キロワット 
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３ 事実の経過 

  Ａは、平成２８年８月に進水し、船楼甲板に設けた２層の甲板室の

上層に操舵室を設け、同室前部に配したコンソールの中央に舵輪及び

ジャイロコンパス、右舷側に機関遠隔操縦装置、左舷側にレーダー２

台及びＧＰＳプロッターを装備し、同室左舷後部に海図台を備えた一

層甲板船尾船橋型の鋼製ケミカルタンカーで、船長ａ２、ａ１受審人

ほか２人が乗り組み、空倉のまま、船首１.９メートル船尾３.０メー

トルの喫水をもって、令和３年１２月２４日１３時３０分兵庫県東播

磨港を発し、山口県徳山下松港に向かった。 

  ａ２船長は、船橋当直を自身、二等航海士及びａ１受審人の順に輪

番で入直する単独の４時間３直制とし、出港操船を終えて船橋当直を

二等航海士に引き継いで降橋した。 

  ａ１受審人は、兵庫県姫路港南方沖合で昇橋し、１４時００分二等 

航海士と交替して船橋当直に就き、１号レーダーを１海里レンジのヘ

ッドアップ表示とし、播磨灘を西行して備讃瀬戸北東部に至り、１６

時５９分僅か前米埼灯台から１８０度（真方位、以下同じ。）３.１

海里の地点で、筏島北東端から０６４度５６０メートルのところに設

定した転針予定地点に向けて、針路を２４４度に定め、１１.０ノッ

トの速力（対地速力、以下同じ。）で、自動操舵によって進行した。 

  ａ１受審人は、反航船を航過し、前路に航行の支障となる船舶を認

めなかったので、１７時０３分海図台に移動して船尾方を向き、立っ

た姿勢で書類の作成を始めた。 

  １７時０６分半少し前ａ１受審人は、米埼灯台から１９７.５度 

３.９海里の地点に達したとき、転針予定地点に至ったが、書類の作

成に気をとられ、レーダーで筏島までの距離を測定するなど、船位の

確認を十分に行わなかったので、このことに気付かなかった。 
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  こうして、ａ１受審人は、針路を転じないまま筏島に向首続航し、 

１７時０８分米埼灯台から２０１度４.１海里の地点において、Ａ 

は、原針路及び原速力のまま、筏島北東岸に乗り揚げた。 

当時、天候は曇りで風力１の北北東風が吹き、潮候は下げ潮の中央 

 期にあたり、視界は良好であった。 

  ａ２船長は、自室で休憩中、衝撃を感じて昇橋し、乗揚の事実を知

って、事後の措置に当たった。 

  乗揚の結果、球状船首に破口を伴う圧損及び船底外板に凹損を生じ 

 たが、のち修理された。 

  

 （原因及び受審人の行為） 

 本件乗揚は、備讃瀬戸北東部において、徳山下松港に向け、筏島東方

沖合を航行する際、船位の確認が不十分で、同島に向首進行したことに

よって発生したものである。 

 ａ１受審人は、備讃瀬戸北東部において、徳山下松港に向け、筏島東

方沖合を航行する場合、同島東方に設定した転針予定地点に達したこと

が把握できるよう、レーダーで筏島までの距離を測定するなど、船位の

確認を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、書類の作

成に気をとられ、船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、

転針予定地点に達したことに気付かず、針路を転じないまま、筏島に向

首進行して同島北東岸に乗り揚げる事態を招き、船体に損傷を生じさせ

るに至った。 

以上のａ１受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第２号を適用して同人の五級海技士（航海）の業務を

１か月停止する。 
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 よって主文のとおり裁決する。    

 

   令和５年３月２３日 

     広島地方海難審判所 

          審 判 官  丸  田     稔 


